
練馬区福祉のまちづくり推進条例（骨子案）に対する区民意見反映制度 
（パブリックコメント）の実施結果   （11 通 69 件） 

 

 
 

分
類 

番
号 

意見の概要 区の見解 
対
応 

１  今回の骨子案では、前文が無く、

条例の背景や趣旨が明確にされて

おらず条例の意図を伝えることが

できていないと思う。これでは、全

ての条文を読みこまなければ条例

の趣旨が伝わらないことになって

しまい、条文解釈でも混乱を招くこ

とになりかねない。 

 そこで、前文を設け、明確に示し

てほしい。 

 前文ではなく、目的、定義、基本

理念、責務などの規定により、条例

の趣旨を明確にします。背景や考え

方などについては、今後マニュアル

やパンフレット等により周知を図

ります。 

―

２  目的について、基本理念、推進計

画、整備基準および手続などが同等

に並べられており希薄な印象を受

ける。もう少し、平成２１年５月に

公表された「福祉のまちづくりを推

進するための条例策定にあたって

の練馬区の基本的考え方（案）」の

内容を加えてみてはどうか。 

 目的には、この条例で「どのよう

な手段を規定して、どのような内容

を達成しようとするのか」というこ

とを明確に記述する必要があると

考えます。そのため条例に「考え方」

を記述することは適切ではないと

考えています。具体的に権利を規制

し、義務を課す条例であることをご

理解ください。なお、背景や考え方

などについては、今後マニュアルや

パンフレット等により周知を図り

ます。 

―

３  条例の目的の最初に登場する「だ

れでも」は、「高齢者、障害者、子

どもを含むすべての人（以下では

「だれでも」という）に言葉を置き

換えてほしい。 

 ご意見の趣旨を踏まえて「すべて

の人が」と変更します。 

◎

総 
則 

4  総則の「目的」「定義」「基本理

念」については１００％納得し賛成

する。 

 今後とも、事業者および区民等の

方々と協働し、「福祉のまちづくり」

を推進していきます。 

○

     

対応の凡例 
◎：素案に反映した項目 ○：趣旨はすでに記載してある項目

△：他の施策等により実施する項目 □：今後検討する項目 
－：対応できない項目 
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5  ③「路外駐車場」の定義の説明文

は、説明になっていない。法の条文

紹介しかなく不親切。 

 手続を求める対象となるため、定

義については厳密に定める必要が

あると考えます。具体的に権利を規

制し、義務を課す条例であることを

ご理解ください。 

―

6  用語として、「ユニバーサルデザ

イン」「事業者」「区民等」を追加

し、「事業者」では区民個人の建築

等の事業を行う場合の扱いを明確

化するとともに、「区民等」では「等」

の説明追加も必要である。 

 今後、総則の「定義」のなかで、

区民等、事業者の用語の定義を定め

ます。その際、区民等の等および事

業者の定義について整理します。ま

た、「ユニバーサルデザイン」の定

義または説明については、配慮指針

において触れたいと考えておりま

す。 

○

7  区の責務として、条例制定後の周

知義務を加えておくことが必要で

ある。多くの建築確認が民間建築確

認検査機関で行われているなか、練

馬区はこの条例を制定したことを

全国の民間建築確認検査機関に十

分知らせておく必要がある。もし、

周知に漏れがあって知らなかった

場合、確認が下りれば着工可能とな

ってしまうため、その後に区が改善

を求めても事業者に落ち度は無く

改善は困難である。区の責務では

「周知しなければならない。」と表

現することが必要である。 

 ご意見のとおり、練馬区を業務区

域とする指定確認検査機関に対し

周知を図る必要があると考えてい

ます。 

△

総 

則 
8  区の責務について、この条例を先

導する区が（１）（２）ともに、「努

めなければならない」との表現にな

っているが、今年５月の「福祉のま

ちづくりを推進するための条例制

定にあたっての練馬区の基本的考

え方」では「実施する」「行う」「措

置を講ずる」とあり、表現が変わっ

た理由を教えてほしい。 

 区の先導的役割を踏まえ、ご意見

を参考に表現の変更を検討します。

◎
     



     

9  区の責務について、事業者に対す

る責務の項を追加し、区には「協議

を適合するまで実施する責任があ

る」こと、また「適合に至らない段

階での着工は認めないとともに、勧

告と公表を行う」ことを追加すべき

である。 

 この条例は、バリアフリー法（＊）

に基づく「委任条例」と地方自治法

に基づく「自主条例」を併せた条例

です。バリアフリー法に基づく「委

任条例」の対象となる施設について

は、基準の適合を一律に求めていま

す。この規定に違反した場合は、バ

リアフリー法に規定される罰則の

対象となります。一方、「自主条例」

の部分では、施設規模等の個別の条

件に応じ、さらにきめ細かい整備に

ついて事業者との協議により実現

を図る仕組みとなっています。その

ため、様々な整備内容を規定するこ

とを考えており、一律に適合を求め

るものではありません。 

―

10  区民等の責務について、協力者で

はなく、当事者としてもっと積極的

に参加できるようにしていく必要

があると思う。 

 ご意見の趣旨から、区民等の責務

には、「区民等は、福祉のまちづく

りについて理解を深め、自ら主体的

かつ積極的に福祉のまちづくりを

推進するよう努める」旨の規定を設

け、併せて区の責務に「区民等によ

る福祉のまちづくりの推進に対す

る支援」を定めています。 

○

11  事業者の責務について、この条例

を最も守ってもらうべき事業者が

（１）～（３）のすべてで、「努め

なければならない」との表現になっ

ているが、今年５月の「福祉のまち

づくりを推進するための条例制定

にあたっての練馬区の基本的考え

方」では（２）は「協力する。」、

（３）は「必要な措置を講ずる」だ

った。この表現に戻してほしい。 

総 

則 

12  事業者の責務について、（１）は

「推進するよう努めなければなら

ない。」となっていますが、この条

例を最も守ってもらいたいのは事

業者なので、「推進しなければなら

ない。」に直してほしい。骨子案の

表現では、事業者に甘いと区民は判

断してしまうと思う。 

 ここでは事業者一般の責務を規

定しています。具体的に権利を制限

し義務を課す必要のある事業者に

対しては、個別に規定しています。

 また、区、事業者、区民等が相互

に尊重し、協力することにより福祉

のまちづくりを推進していく必要

があると考えます。 

―

 

    

＊バリアフリー法：「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」 
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13  事業者の責務について、民間の協

力が前提の事項であるため、抽象的

でなくもっと明解に表現したほう

が良いのではないか。 

 ご意見のとおり、この条例を推進

していくためには、事業者および区

民等の協力を得ていくことが重要

と考えます。事業者の負担が過重と

ならないことを考慮し、協力を得て

いくことを基本的な考え方として

います。 

―

総 

則 

14  連携および協力に関する文章は、

抽象的なのでもっと具体的に記述

すべきである。 

 この部分は総則の部分であるた

めこのような規定となっています。

具体的には第２章以降の規定で定

めています。 

○

15  現行の「福祉のまちづくり総合計

画」について、基本理念のなかで「３

つの基本姿勢」として推進してきた

旨の説明があるが、この「福祉のま

ちづくり総合計画」は、条例上どの

ように位置づけられ、計画の内容を

どのように推進していくのかが分

からない。 

 推進条例は、「練馬区福祉のまち

づくり総合計画（以下「総合計画」

という。）」によるこれまでの取り

組みを踏まえ、考え方の整合を図っ

ています。推進条例を根拠とする推

進計画を策定するまでは、総合計画

を推進計画とみなし推進していき

ます。 

○

推
進
計
画
お
よ
び
基
本
的
施
策 

16  平成２１年５月の「福祉のまちづ

くりを推進するための条例制定に

あたっての練馬区の基本的考え方」

では、「福祉のまちづくり」に関す

る推進計画について具体的に触れ

ており条例で計画を制定して総合

的にまちづくりを進めていくよう

に読み取れる。今回の骨子案では条

例の名称から「・・・推進条例」と

あり、「２ 推進計画および基本的

施策」とあるため条例と計画の関係

性が分かりにくいと思う。今回の条

例は福祉のまちづくりに関して総

合的に進めていくという理解で宜

しいか、それともメインはバリアフ

リー法の委任事項になるのか分か

りにくい。 

 ご意見のとおり、この練馬区福祉

のまちづくり推進条例は、「福祉の

まちづくり」を総合的に進めていく

ための条例として検討しているも

のです。 

○
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17  「推進計画」の策定または変更に

あたって「区民等の意見を聴くため

の必要な措置」とあるが、「聴く」

だけでは意味がない。区民は意見が

反映され実現されることを望んで

いるのであり、「区民の意見を反映

させるため」に修正してほしい。 

 区民等の意見を聴くだけで反映

させないとの主旨ではありません

でしたが、ご意見の趣旨を踏まえ、

表現を工夫します。 

◎

18  駐車禁止、駐輪禁止を徹底させて

ほしい。 

 ご意見の内容について解決を図

っていくためにも、すべての人が、

人々の多様な状況について理解を

深めていくことが第一歩であると

考えます。そのため、啓発および学

習の支援を進めることが必要と考

えます。 

○

19  教育委員会と十分に連携を図り

つつ、マナー向上等のための福祉教

育に力を入れてほしい。 

 ご意見のとおり、教育委員会をは

じめ庁内の関係各課との連携を図

り、福祉のまちづくりに関する理解

が広がるよう、啓発および学習の支

援を進めたいと考えます。 

 

○

20  面的整備の実現に関して、モデル

地区を選定した面的整備について

は、区長が策定する推進計画のなか

に盛り込まれることになるのか。 

 面的整備に関する具体的な施策

については、推進計画の策定の中

で、検討します。 

なお、この条例では、施設間の一

体的な整備を求める規定やバリア

フリー法第２７条に基づく移動等

円滑化基本構想の提案制度に関す

る手続きを定めます。 

○

推
進
計
画
お
よ
び
基
本
的
施
策 

21  調査および研究について、このよ

うな内容は常に記載されているが、

一体何の調査や研究をするのか、パ

ターン化しすぎているのではない

か。 

 段階的・継続的な発展のために、

調査および研究は必要と考えてい

ます。具体例としては、公共的建築

物のバリアフリー化整備現況調査

やバリアフリー設備の最新事例等

の研究などが考えられます。具体的

には、推進計画の策定の中で検討し

ていきます。 

―



6 

22  「整備基準」のなかには、人的支

援やソフトに関する項目は含まれ

ないのかどうか。 

 基本的に整備基準は、ハードに関

わるものと考えています。しかし、

小規模施設や既存の改修などでは、

物理的な制約によりハード整備が

満たせない場合があり、その際、人

的な対応やソフト部分での取組が、

利便性の向上につながることは承

知しています。そのため、啓発およ

び学習の支援、または配慮指針など

による取組をすすめたいと考えて

います。 

○

23  視覚障害者は、宿泊施設や会議

場、病院など建物内の移動の際に目

的の部屋に辿りつくことが大変な

ため、部屋番号が容易に分かるよう

各部屋のドアに点字または浮き出

し文字などの基準を義務づけてほ

しい。また、宿泊施設の各部屋のお

風呂場のかごを置くところにも点

字または浮き出し文字を記してほ

しい。 

 東京都福祉のまちづくり条例（平

成２１年３月改正）の施設整備マニ

ュアルでは、建築物に関する整備項

目である「宿泊施設の客室」のなか

で、配慮事項である望ましい整備と

して、「高齢者、障害者等が分かり

やすいよう部屋番号、室名等を表示

する。この場合、視覚障害者への対

応として点字と浮彫り文字による

表示を併用する。」と規定されてい

ます。区では、東京都福祉のまちづ

くり条例（平成２１年３月改正）に

おける整備基準および練馬区福祉

のまちづくり整備要綱における整

備基準を踏まえて、整備基準や配慮

指針を定めます。 

○

整
備
基
準 

24  公共施設等の整備基準について、

交差点の歩車道境界の段差は３ｃ

ｍ程度で整備してほしい。 

 東京都福祉のまちづくり条例施

行規則（平成２１年５月改正）では、

道路に関する整備項目である「歩道

と車道との段差（一般的事項）」の

整備基準のなかで、「歩行者の通行

動線上における歩道と車道との段

差は、２センチメートルを標準とす

ること。」と規定されています。区

では、国や東京都の基準数値との整

合、２ｃｍを標準としてきた経緯等

を踏まえると、現段階で変更するこ

とは困難です。 

―
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25  公共施設等の整備基準について、

交差点の警告用の点字ブロックは、

きちんと敷設してほしい。 

 東京都福祉のまちづくり条例施

行規則（平成２１年５月改正）では、

道路に関する整備項目である「視覚

障害者誘導用ブロック」の中で、「視

覚障害者が多く利用する道路には、

視覚障害者用ブロックを敷設する

こと。」と規定しています。区では、

この規定を踏まえ、規則で整備基準

を定めます。これらの規定に基づ

き、視覚障害者用ブロックの敷設を

進めていきます。 

○

整
備
基
準 

26  平成２１年５月の「福祉のまちづ

くりを推進するための条例制定に

あたっての練馬区の基本的考え方」

にあった「生活環境の整備の原則」

が骨子案からは抜けているがその

理由を教えてほしい。また、「一体

的な整備」と変わっており逆に分か

りづらくなっているのではないか。

 平成２１年５月に練馬区が策定

しました「福祉のまちづくりを推進

するための条例制定にあたっての

練馬区の基本的考え方」の中で記述

した「生活環境の整備の原則」につ

いては、別に定める配慮指針のなか

で示したいと考えています。 

○

27  高齢化の時代に則し、３階建ての

公共住宅についてもエレベーター

を設置すべきではないか。 

 延床面積が2,000㎡以上の共同住

宅を新築する場合には、東京都はバ

リアフリー法に基づく委任事項に

より、エレベーターの設置を義務付

けています。既存の物件につきまし

ては、努力義務を課しています。 

○

車
両
、
住
宅
等 

28  「車両、住宅等」の１から４の文

章は、すべて「努めなければならな

い。」となっており、結果としての

実現、実施、推進は問わない表現と

なっている。「車両等の整備および

維持管理」「公共工作物の整備およ

び維持管理」については「行わなけ

ればならない。」、「住宅の供給」

「集合住宅の供給および維持管理」

については、「しなければならな

い。」に修正してほしい。 

 ここでは特定の事業に関して、事

業者へ広く責務を規定し、協力を求

めています。具体的に権利を制限し

義務を課す必要のある事業者に対

しては、個別に規定しています。な

お、東京都福祉のまちづくり条例と

の重複をさけるなどのため、車両等

の整備、住宅の供給に関する規定に

ついて整理します。 

―
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29  「協議申請」の（2）と「協力」

について、「努めなければならない」

となっていますが、「協議申請」の

（２）は、「行うものとする。」、

「協力」は「変更しなければならな

い。」との表現に変更してほしい。

 今後規則に定めることになる整

備基準に基づいて、事業者と協議を

行い実現を図る仕組みです。バリア

フリー法の委任に基づき定めてい

る整備基準とは異なり、適合を強制

するものではありません。そのた

め、このような表現となっていま

す。 

―

30  「協議終了通知」について、終了

した場合のみ記載してある。民間で

建築確認検査が行えるようになっ

てからは、区との協議途中でも確認

が下りて着工が可能となる一方で

区には着工を止める権限は付与さ

れていないことから、終了に至らな

かった場合のことも記載しておく

べきではないか。 

31  「協議終了通知」で協議が終了し

ない場合への対応方法としては、

「不適合を通知し、勧告と公表とす

る」ことである。具体的記述は、原

文に続けて「なお、協議の継続を放

棄したり、協議を中断して着工した

場合には、不適合を通知し協議再開

期日を定めた勧告を行うものとす

る。しかし、これに応じない場合は

公表する。」を追加すべきである。

 法律の委任に基づかない基準に

ついては、事業者に強制するのでは

なく、協議の中で、実現することを

考えています。 

なお、協議終了通知の受領後に、確

認申請の手続を行う旨規定してい

ます。 

 

―

公
共
的
建
築
物
お
よ
び
公
共
施
設
等
の
手
続 

32  「完了検査」の末尾にある「完了

検査を受けなければならない。」は、

検査を実施する主体が示されてい

ない。民間検査機関で確認を得た場

合は、その民間機関は完了検査を行

うことが義務づけられており、事業

者はこの機関から完了検査は受け

たと主張する可能性がある。したが

って、区が行うことを明記しておく

べきである。 

 この条例上の完了検査は、建築確

認の完了検査とは違い、この条例に

基づくものです。そのため、民間確

認検査機関の業務外になります。 

―

 



9 

33  「完了検査」では、完了検査で不

適合が見つかった場合の対応に関

する記述が欠けている。記述は「区

は、完了検査の結果、不適合が見つ

かった場合は、改善命令を発するも

のとし、この改善命令に従わなかっ

た場合は公表する。」ことを追記す

べきである。 

 この条例上の完了検査は、法律上

の適合義務を課すものではありま

せん。事業者との協議の中で整備基

準の実現を図るものです。 

 なお、協議の実効性を担保するた

め、勧告、公表を規定することを考

えています。 

○

34  「公表」は、原文にあることより

重要なことを先に記し、「４－Ⅰ 

公共的建築物の手続の各項による

公表の方法は、規則に定める。」と

すべきである。 

 公共的建築物の手続上の公表は、

この協議における事業者の協力に

ついて区民等に広く情報提供する

ためのものです。そのため、申請者

の了解があった公共的建築物の整

備の概要について公表することを

想定しています。 

―

35  協議申請書の内容は入念なチェ

ックをしつつ検討してほしい。 

 きめ細かな協議をおこない、条例

の実効性を高めていきます。 

○

公
共
的
建
築
物
お
よ
び
公
共
施
設
等
の
手
続 

36  「公共的建築物整備基準配慮書」

について、「配慮書」とはどのよう

なものかもう少し具体的に教えて

ほしい。 

 また、「配慮書」は、「公共的建

築物」の協議申請時しか提出されな

いのか。「公共施設等」「指定施設」

などでは手続上提出されないのか。

この「配慮書」を既存建築物にも活

用することはできないか。 

 配慮書は、別に定める配慮指針を

もとに、すべての人がより安全かつ

円滑に利用できるような配慮につ

いて、どのような工夫ができるか記

述し、協議の際に提出を求める資料

と考えています。既存建築物につい

ても、用途変更等により協議の対象

となる場合は、提出することになり

ます。区および国等が事業者となる

公共的施設等については、その先導

的役割を踏まえた整備を行うこと

から、手続を省略しているもので

す。なお、指定施設とは、整備を必

要とする対象項目を示すものです。

○
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37  区内には住宅をはじめ既存の建

築物、公共施設が各種あるが、今後

どのようにバリアフリー化済みの

構築造物を増やしていくのか、同時

に条例との関係を明確に説明して

ほしい。 

38  既存建築物についてどのように

条例上対応されるのか、何らかの方

策を明記してほしかった。 

39  （仮称）練馬区福祉のまちづくり

条例検討委員会のなかで、この条例

は新設や新築のみではなく、既存構

築物を含むことを明確にし、改造や

改築を区として支援すべきとの内

容について議論もされてきた。しか

し、今回の骨子案では、「目的」「定

義」「基本理念」その他どこを見て

も既存構築物を含むことが明確化

されていない。これでは、現行の「練

馬区福祉のまちづくり整備要綱」第

４条第１項ならびに第２項の内容

から後退してしまうのではないか。

そこで、「目的」「基本理念」さら

に前文を追加する場合は前文にも

既存構築物を含むことを示してほ

しい 

40  新たにつくる建物だけでなく既

存施設についてもバリアフリー法

に照らし合わせて見直してほしい

と思う。 

 骨子案では、４－１－２において

増築等の時における既存建築物部

分に対し、助言または指導をおこな

うことができる規定を設けていま

す。 

 既存施設のバリアフリーの改修

促進に関する方策について検討し

ます。 

 なお、区では現在、既存建築物の

バリアフリー整備に対し助成を行

っています。 

◎

公
共
的
建
築
物
お
よ
び
公
共
施
設
等
の
手
続 

41  「区の施設における区民等の意見

聴取」の手続について、区民の意見

を参考とする区独自の取組を評価

する。 

 すべての人が安全かつ円滑に利

用できるよう、必要なご意見を伺

い、個々の建物に相応な整備を行い

ます。 

○
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42  床面積２００㎡以下の小規模建

築物について、例えば共同住宅内の

マーケット等は床面積１００㎡以

下の場合にも事故がよく起こり危

険度が高いなか、なぜ対象規模を限

定しているのか。 

 「百貨店、マーケットその他の物

品販売業を営む店舗」は、当該建築

物の床面積の合計が０㎡超のすべ

ての建築物を、協議の対象としてい

ます。また、そのうち、２００㎡以

上のものを新築する際には、バリア

フリー法の委任に基づき移動等円

滑化基準に適合させる義務を規定

します。 

○

43  バリアフリー法に定める委任事

項で適合義務となる対象用途に

「駅」を追加してほしい。 

 バリアフリー法第14条第3項で

は、建築物移動等円滑化基準の適合

義務の対象となる特定建築物の追

加等を、地方自治体の条例に委任し

ています。ご提案のありました駅に

ついては、法で定める特定建築物に

該当しないため対象用途に追加す

ることはできませんが、同法第8条

で、公共交通事業者に対して駅等の

公共交通施設の新設や大規模な改

良を行う場合に、公共交通移動等円

滑化基準への適合を義務付けてい

るほか、東京都福祉のまちづくり条

例でも基準が定められています。こ

れらを踏まえ、駅を含む公共交通施

設についての基準を定めます。 

―

44  マーケットその他の物品販売業

を営む店舗について、東京都福祉の

まちづくり条例は５００㎡以上を

対象としているが、区では２００㎡

以上に対象規模を引き下げており

評価する。 

 共同住宅（マンション）について、

１０００㎡以上に対象規模を引き

下げていることを評価する。 

 住宅都市であるという練馬区の

地域性を踏まえ、地域生活に身近な

用途については、対象規模を引き下

げるものです。 

○

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
に
定
め
る
委
任
事
項
（
以
下
「
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
の
委
任
事
項
」
） 

45  建築物移動等円滑化基準の付加

の「便所」の項目に、フィッティン

グボードと介護用ベッドの基準が

追記されており賛同する。ただ、視

覚障害者の方に分かりやすい案内

や他にも設備などいくつか想定で

きると思うが、優先順位を設けて追

記したのかどうか。 

 フィッティングボードや介護用

ベッドについては、直接排泄に関わ

る設備として特に重要と考えてい

ます。そのため、委任事項として規

定したいと考えています。視覚障害

者への情報提供設備については、ご

意見を参考に、整備基準または配慮

指針に規定することを検討します。

□
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バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
の
委
任
事
項 

46  エスカレーターについて、利用者

の安全性の面から複数の停止ボタ

ンの設置を義務づけてはどうか。 

 建築基準法施行例129条の12に、

エスカレーターの構造が規定され

ており、その中で制動装置と昇降口

に停止装置を設けることを義務づ

けています。東京都福祉のまちづく

り条例（平成２１年３月改正）の施

設整備マニュアルでは、望ましい整

備として、「エスカレーターでは乗

降口の近くの壁面または柱面等に

非常停止ボタンを設ける。」と規定

しています。 

 ご意見は、今後の参考とさせてい

ただきます。 

―

基
本
構
想
の
提
案
手
続 

47  基本構想の提案手続について、大

いに利用してほしい。提案が区にあ

がった際には入念な検討のうえ対

応してほしい。 

 提案があった場合には、提案に対

する意見を聴取するなどし、様々な

観点から提案の採用について判断

することを考えています。 

○

48  先導的役割について、現在、問題

化している国の中央集権に対抗す

るものとして大いに賛成したい。 

 区の責務を果たすよう努めます。 ○

補
則 49  「先導的役割」「立入検査等」「勧

告」「公表」「報告書」などについ

て、徹底的に取り組んでほしい。 

 福祉のまちづくりが推進される

よう取り組んでまいります。 

○
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50  整備水準証について、「証票を交

付するものとする。」で終わってい

るが、証票は水準を示すものなの

で、良と優秀の２種類設けることが

適当である。一つは単なる基準に合

格していることを示す「適合票」で

良の段階、もう一つは基準を上回る

望ましいものに出す「優秀適合票」

にしてほしい。後者は、競ってこの

「優秀適合票」が増えていくことを

願っての提案である。 

51  現行の「練馬区福祉のまちづくり

整備要綱・同基準」には、整備基準

を満たした場合に交付される標示

板があるが、今回の条例化ではどの

ように対応するのか方向性や方針

を示してほしい。 

 整備水準証のあり方については、

基準に適合しているかどうかとい

った観点ではなく、個々の整備状況

の概要を示すものを考えています。

普及啓発の観点からも、より多くの

方々に知ってもらう工夫が必要と

考えています。 

○

52  「公表」について、「必要がある

ときは」と文末の「できる。」に２

つの抑制がかかっており、非適合を

承知で行う事業者は、やらないこと

の言い逃れが用意されていると理

解されてしまう。２語とも削除すべ

きである。 

 この条例独自に定める基準につ

いては、誘導的手法により実現を図

ろうというものです。すべて「公表」

するということになると、区民の情

報提供に資する一方、事業者に著し

い不利益を与える場合もあること

も懸念されます。個々の状況に応じ

て運用する必要があると考えます。

―

53  「報告書」について、「運用状況」

とは何を指すのか不鮮明になって

いる。明確にするため、「事前協議

での適合・不適合状況、完了検査の

合否状況、勧告と改善命令件数及び

その後の状況等の運営状況」と記述

するべきである。 

補 

則 

54 「報告書」について、「定期的

に・・・・公表」とあるが、期間と

時期が示されていない。「毎年度」

とし「年度明け５月末までに公表す

る」とすべきである。 

 報告の内容は、事前協議の件数等

を考えています。今後、ご意見を参

考に、報告するべき具体的な内容、

時期について検討していきます。 

□



14 

55  この骨子案では、現行の「練馬区

福祉のまちづくり整備要綱・同基

準」とどう違うものになるかが「踏

まえる」との説明しかなく、多くの

人にとって肝心と思えることが明

確になっておらず、パブリックコメ

ントのレベルに内容が達していな

いのではないか。なぜ、この段階で

パブリックコメントを実施したの

か。 

 今回の骨子案は、区が考える条例

の骨格について示したものです。こ

の内容について、ご意見をいただ

き、説明責任を果たすことおよび今

後の条例検討に反映する目的で行

っております。 

―

56 
 

 

 現行の「練馬区福祉のまちづくり

整備要綱・同基準」と比較して、追

加や修正する箇所、項目等に関する

記述が無い。今後、条例を定めてい

く場、区民参加の有無、期間、目標

時期等も無く、骨子案とは認めがた

い。 

 今回の骨子案は、区が考える条例

の骨格について示したものです。 

―

57  条例の目指すところは素晴らし

いと思うが、全てが平均的で練馬の

独自性といったものが感じられな

い。これは「練馬区」に関する認識

が地域性、住民特性に基づいていな

いからではないかと思われる。 

 住宅都市であるという練馬区の

特性を踏まえ、地域生活に身近な用

途について、バリアフリー法の委任

に基づき対象規模を引き下げてい

ます。また、小規模建築物の協議に

あたっては、大規模の建築物と同様

の整備基準を一律に求めるのでは

なく、配慮指針に基づく配慮の工夫

により利便性の向上が図られるよ

うな仕組みを検討します。 

○

58  漢字が多く文書も難しかった。障

害者の人でも読めるような分かり

やすい言葉で書いてほしいと思う。

 条例上の制約があることについ

てはご理解ください。ご意見を参考

に、わかりやすい資料づくりに努

め、周知を図ってまいります。 

△

全 

体 

59  平成２１年５月に公表された「福

祉のまちづくりを推進するための

条例策定にあたっての練馬区の基

本的考え方（案）」の内容のほうが

骨子案より解りやすく内容が充実

しているように感じる。 

 今回の練馬区福祉のまちづくり

推進条例骨子案では、具体的な条文

がイメージできるよう努めました。

同時に、条例の本則（条文）、規則

等で取り扱う項目について整理し

たことが起因するところです。ご理

解を願います。 

―
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全 

体 

60  全体的に、名称をもう少し正確に

使うことが必要ではないか。私は

「福祉のまちづくり」という言葉に

誘われて応募し、懇談会に参加させ

て頂いた。しかし議論が進むうち、

対象が建築物中心であることに気

づいた。内容自体は大変大切なもの

であるが、「まちづくり」という表

現は“住民の生活全体を包み込むも

の”に当てるべきではないか。他に

も「まちづくり総合計画」なるもの

があることをふまえて考えると、

「練馬区福祉のまちづくり総合計

画～建築物等の整備計画編～」とで

もすべきものである。総合計画では

「こころのバリアフリー」まで踏み

こんだ豊かな内容となることを願

うものである。 

 この骨子案は、福祉のまちづくり

の推進について総合的に定めるも

ので、いわゆるソフトの分野と施設

整備に関するハードの分野につい

て定めています。ソフト分野につい

ては、推進計画の施策の展開を充実

させ、ハード分野については、建築

物以外の道路、公園、公共交通、路

外駐車場についても整備基準等に

ついて定めていきます。 

○
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そ
の
他 

61  西武新宿線上石神井駅構内およ

び駅周辺のバリアフリーの現状を

把握するために現地へ確認に来て

ほしい。 

 区内の鉄道駅のバリアフリー化

については、各鉄道事業者の責務と

して行われるのが原則です。区では

鉄道事業者が行うバリアフリー化

工事の経費の一部を補助するなど

して必要な支援を行っており、上石

神井駅については平成15年度にエ

レベーター等の整備について補助

を行いました。また、区内全駅につ

いて、現地確認や鉄道事業者からの

情報提供等により、適宜現状把握を

行っております。 

 また、駅周辺のバリアフリーにつ

いては、平成20年3月に策定された

「上石神井駅周辺地区まちづくり

構想」でも、ユニバーサルデザイン

の中で『安全・安心な歩行空間の確

保』、『林立する電柱の解消』など

が課題としてあげられています。現

在は、地域住民の皆様とともに「上

石神井駅周辺地区まちづくり構想」

に基いた検討をしており、まち歩き

等による現状の把握や確認も行っ

ております。 

 区としましては、今後も駅および

駅周辺のバリアフリー化に努めて

まいりますので、ご理解を賜ります

ようお願いいたします。 

△
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62  全体的に、「規則で定める」と記

載されているところがほとんどで

あり、この規則が重要になってくる

と思う。学識経験者を含めてぜひ公

開で検討してほしい。 

 ご指摘のように、条例は基本的事

項について本則で定め、本則に基づ

いて定める技術的な点については

規則で詳細に規定することとなっ

ています。この形態は、バリアフリ

ー法、東京都福祉のまちづくり条例

も同様です。区では、今後条例案に

基づいて規則等を検討する際にも、

平成２０年１０月に(仮称）練馬区

福祉のまちづくり条例検討委員会

から練馬区長に報告のあった「（仮

称）練馬区福祉のまちづくり条例に

ついて」基本的考え方を踏まえたい

と思います。 

―

63  骨子案では示されていない「規

則」の役割は重要である。高齢者、

障害者、子ども等の団体代表者、公

募区民、学識経験者を交えた検討会

で討議しながら、まとめることが必

要である。既存組織では、検討委員

会を再招集する方法や推進協議会、

あるいは両組織の合同組織などが

考えられる。 

 ご指摘のように、条例は基本的事

項について本則で定め、本則に基づ

いて定める技術的な点については

規則で詳細に規定することとなっ

ています。この形態は、バリアフリ

ー法、東京都福祉のまちづくり条例

も同様です。区では、今後条例案に

基づいて規則等を検討する際にも、

平成２０年１０月に(仮称）練馬区

福祉のまちづくり条例検討委員会

から練馬区長に報告のあった「（仮

称）練馬区福祉のまちづくり条例に

ついて」基本的考え方を踏まえたい

と思います。 

―

64  ソフト面について、骨子案のなか

には、事故等が起きた際の区または

事業者の対応や措置に関する項目

は組み込まれていない。区長、区の

責務の範囲と思うが、附則として組

み込んではどうか。 

 区および事業者の責務では、「自

ら所有または管理する施設につい

てだれもが安全かつ円滑に利用で

きるように必要な措置を講じるよ

う努めなければならない。」とあり、

ご意見に係る部分の役割について

触れております。しかしながら、事

故の際の対応や措置そのものに関

する規定については、この条例の中

に定める予定はありません。 

―

そ
の
他 

65  このパブコメの検討結果の公表

について伺いたい。公表方法と予定

月日を教えてほしい。なお、住所と

氏名を明らかにした者には、郵送も

お願いしたい。 

 今回の条例骨子案意見募集の回

答時期は、条例素案の公表と同時に

行います。具体的には、条例素案の

区報発表が１１月２１日（土）であ

ることから、同時期に区のホームペ

ージ上に掲載します。 

△
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66  この条例の運用を担う区の組織

も拡充が必要になることから、担当

職員の増員と臨時ないし非正規職

員の採用または委託も行うべきで

ある。 

 効果的な運用を図ることができ

る体制をとります。 

△

67  平成２２年度から光が丘の小学

校８校が児童数の減少で４校に統

合される。来年度廃校となる４校は

今後どうなるのか気がかりである。

民間企業に丸投げしないで、バリア

フリーにしてお年寄りと子どもた

ちが一緒にふれあいができる広場、

公民館と児童館・図書館、高齢者老

人福祉と身体障害者方々のセンタ

ー・スポーツセンターなど様々な施

設が考えられると思う。 

 光が丘地域における学校跡地の

活用については、平成21年9月に学

校跡施設（光が丘地域）活用基本計

画（素案）を策定し、その説明会を

開催したところです。本ご意見も含

め、説明会や区民意見反映制度（パ

ブリックコメント）に基づく区民の

皆様からのご意見等を踏まえて今

後、計画策定およびその活用に取り

組んでいきます。 

△

そ
の
他 68  災害に強いまちづくりの観点か

ら、練馬区は学校をはじめとする区

立施設については耐震補強が完了

していることは心強い限りである。

ただし課題となるのは民間の建築

物であると考える。区は耐震強度の

測定や耐震の助成など耐震に関す

る強化策を打ち出しているが、毎年

の進捗率を見ても微々たるもので

あり、昨今の大不況のなか当面は進

捗率が低位にならざるえないと考

える。区内に建築基準法改正前の建

物は膨大な数にのぼると思われ、耐

震が進むよう対策が必要である。 

 区では、平成19年3月に「練馬区

耐震促進計画」を策定し、この計画

をもとに民間建築物の耐震化に取

り組んでいます。一層の耐震化が図

られるよう取り組んでまいります。

△
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そ
の
他 

69  高齢化の進展に対して、福祉、特

に介護面での対応が追いついてい

ないと思う。介護を受ける側、介護

をする側もともに大変な状況にあ

ることは明白である。昨年までの介

護福祉士の待遇改善についても促

進する必要がある。 

 「長期計画（素案）」の分野別政

策・施策の中の『健康と福祉分野』

で、実施計画「健康と福祉分野の長

期計画事業一覧」を見ると、介護老

人保健施設の整備、居住系サービス

の充実、中途障害者等への支援等、

平成２６年度末実施目標について

も、限られた予算配分の関係がある

なか現状追認施策で高齢化に対す

る急激な現状の進捗に追いつき追

い越せの施策とは到底思われない。

どれほど老人ホームへの入居待ち

があるかなど実態調査等進められ

てはどうか。高齢者の不自由の苦し

み、介護の苦しみ（特に老老介護の

増加）、介護福祉士への待遇不足か

らくる介護サービスの低下。介護福

祉士不足、医師不足など福祉に関し

て何一つ高齢者にとって満足のい

くものが無い現状がある。 

 限られた予算のなか総花的バラ

マキに終始せず、益々先鋭化する少

子高齢化そのうちでも後の無い高

齢化救済対策に優先を重点的に実

施してほしい。  

 区では、現在、「新練馬区基本構

想素案・長期計画素案」の検討を進

めており、健康と福祉分野において

「高齢者や障害者などだれもが安

心して暮らせる社会を実現する」こ

とを基本政策の一つとして取りま

とめています。また、高齢者福祉に

関する事業については「第４期高齢

者保健福祉計画・介護保険事業計画

（平成２１年３月策定）」に基づい

て各事業を実施しているところで

す。これらの上位計画や関連計画に

基づく施策を推進させ、高齢者福祉

の充実に今後も努めてまいります。

△

 


